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藤里町教育委員会

令和元年度
これまでの経緯

•平成28年度 学校教育計画検討委員会
 ○小学校及び中学校とその他，教育関連施設や事業を，一
  つのエリア内で展開することが望ましい。
 ○小学校と中学校の校舎は，少子化や町の財政負担軽減の  
  観点から，一体とすることが望ましい。
 ○教育の在り方に関しては，小中連携を一層推進し，条件
  が整備された後，小中一貫校に進むことが望ましい。
 ○住民への説明と意見収集を行い，地域との相互理解の下
  事業を進めることで，望ましい藤里町の教育を構築する
  ように。

• 平成29年度 教育計画策定委員会
        義務教育学校に向かう方向性
        現藤小周辺に「教育エリア」
       総合教育会議
• 平成30年度 義務教育学校整備計画策定委員会
       小中一貫教育推進委員会
• 令和元年度  プロポーザル審査会
         業務委託契約締結
         義務教育学校整備計画策定委員会
          基本設計について検討

これまでの経緯
そもそも

義務教育学校って何？

義務教育課程である小学校と中学
校，合わせて９年間の教育課程を，
一つの学校で一貫して行う

平成２８年に学校教育法の改正に
より新設された学校制度

義務教育学校とは



 具体的には・・・

 ・９年間の課程（入学式及び卒業式は１回ずつ）
 ・１年生～９年生（前期課程・後期課程）
 ・小学校と中学校の教員免許をもつ者が指導
 ・指導内容の入れ替え・移行

特色ある教育活動が可能

義務教育学校とは

【ねらい】
 本町の特色を一層明確にした独自の教
育課程の編成，９年間の学びを連続させ
た指導法等を中心に，小・中連携して組
織的に研究・実践すること。

藤里町小中一貫教育推進委員会

４つのグループ
 ○カリキュラム
 ○研究
 ○生徒指導・
   保健安全指導
 ○特別支援教育

藤里町独自の教育
※「義務教育学校開校に向けた小中一貫教育の基盤づくりのための取組」より

1.これまで行ってきている「ふるさと教育」を，町
づくりへの参画という観点から，問題解決の過程
を一層重視した内容，小・中の系統性のある内容
に再編する。

2.発達の段階を踏まえた系統的な外国語教育を小学
校第１学年から行う。

特色ある教育



ふるさと学習（町づくり学）
 
 ・藤里版「地域に根差したキャリア教育」
 ・町づくりへの参画 
 ・開校後は独自のカリキュラムとして実施
 ・１年生から９年間のスパイラルな指導計画
 ・児童生徒と町の共同による施策提言，試行

特色ある教育

外国語教育

 ・H３０年度から小学校で先行実施
 ・小学校１年生から
 ・９年間の系統的な外国語指導計画作成
 ・小中教諭によるTT
 ・義務教育学校での授業スタイルへ

特色ある教育

英検への取組

•今年度から中学生全員が受検
•受検料は町が負担（一人１回分）
•Ｒ２年度は小学校６年生から
•Ｒ３年度は小学校５年生から
•２０２０年度からの大学入学共通テストへの対応
•子どもたちの英語力を高めるための取組

特色ある教育


